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無期転換ルールとは
▶ 同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みに

より、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。（労働契約法第 18 条：平成

25（2013）年 4 月 1 日施行）

▶ 対象となる方は、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算５年を超える全ての方です。契約

社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期

間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

○有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、不当な

雇止めとして許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

○契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇止めを

行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。

○契約期間の途中で解雇することは、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。

厚生労働省　都道府県労働局

無期転換ルールの

よくある質問（Q＆A）

無期転換ルールの

よくある質問（Q＆A）
2018年4月から多くの方に無期転換申込権

が発生しています。まずは契約期間の確認を!!

雇止め・契約期間中の解雇等について
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Q1．無期転換ルールの適用に当たって、契約期間はいつから通算されますか。

　通算契約期間は、平成 25（2013）年４月１日以降に開始した有期労働契約から算定（カウント）します。

　例えば、

　　平成 24（2012）年６月１日から１年間の有期労働契約を締結し、更新を繰り返している方は、

　　平成 24（2012）年６月１日～平成 25（2013）年５月 31日の契約期間はカウントされず、

　　平成 25（2013）年６月１日に開始した有期労働契約からカウントされます。

Q2．通算５年を超えたら、自動的に無期労働契約に転換されるのですか。

　法律上は、契約期間が通算５年を超えた労働者が「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。（無

期労働契約の開始時点は、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。）

　そのため、無期労働契約への転換にあたっては、労働者ご自身で「申込み」を行うことが必要です。

Q4．無期転換は書面で申し込む必要がありますか。

　無期転換申込権の発生後、会社に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します（会社

は断ることができません）。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で

行うことをお勧めします。

Q3．無期転換の申込みを行った場合、すぐに無期労働契約（期間の定めのない労働契約）に転換

するのですか。

　無期転換の申込みをした場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約となり

ます。例えば、

　平成 25（2013）年４月１日に開始した有期労働契約を更新して、平成 30（2018）年３月 31 日

に通算契約期間が５年となる労働者が、

　平成 30（2018）年４月１日から１年間の有期労働契約を締結し、この契約期間中に無期転換の申込

みを行った場合、

　平成 31（2019）年４月１日から無期労働契約となります。

Q5．すでに５年を超えて勤めていますが、いつでも無期転換申込権を行使することはできるので

しょうか。

　平成 25（2013）年４月１日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が５年を超える場合、その

契約期間の初日から末日までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。

　また、無期転換の申込みをせずに有期労働契約を更新した場合、新たな有期労働契約の初日から末日

までの間、いつでも無期転換の申込みをすることができます。

　なお、通算契約期間は、平成 25（2013）年４月１日以降に開始した有期労働契約から通算するため、

５年を通算する起算点にご注意ください。

Q6．同じ会社で働いていますが、部署異動により何度か職種や職務内容が変わっています。この

ような場合でも、契約期間は通算されますか。

　無期転換申込権は、「同一の使用者との間」（※）で契約を更新し、通算して５年を超えて勤務した場

合に発生します。つまり、継続して同じ会社に勤務していれば、その間に職種や職務内容が変更されたり、

A 支店から B 支店に異動した場合であっても、契約期間は通算されます。

　　※「同一の使用者」とは、事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単

　　位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断されます。
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Q7．半年更新のパートタイマーとして３年間勤務しましたが、一旦、自分の都合で契約を更新せ
ずに退職し、３ヶ月後に再度、同じ会社で働き出しました。この場合、以前勤務していた時
の契約期間（３年間）も通算されますか。

Q8．１年更新の派遣社員として勤務しています。派遣社員でも、無期転換の申し込みをすること
はできるのでしょうか。またこの場合、派遣先と派遣会社（派遣元の企業）、どちらに対して
無期転換の申込みをすれば良いでしょうか。

Q9．登録型の派遣社員として勤務しています。仕事があるたびに労働契約を結んでいますが、私
も無期転換を申し込むことができますか。

　同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間（退職し、労働契約の存在しない期間＝「無

契約期間」）が、一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます（このことを「クー

リング」と呼びます。）。

　具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、以下のとおりです。今回のケースを考

えますと、無契約期間の前の有期労働契約の契約期間が１年以上あり、無契約期間が６ヶ月未満なので、

退職以前に勤務していた３年間の契約期間も通算されます。

【無契約期間の前の通算契約期間が１年以上の場合】

　無契約期間が６ヶ月以上の場合

　無契約期間が６ヶ月以上あるときは、その期間よ

り前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません

（クーリングされます。）。

　無契約期間が６ヶ月未満の場合

　無契約期間が６ヶ月未満のときは、その期間より前

の有期労働契約も通算契約期間に含まれます（クーリ

ングされません）。

【無契約期間の前の通算契約期間が１年未満の場合】

　無契約期間の前の通算契約期間に応じて、無契約期

間がそれぞれ右記表の右欄に掲げる期間に該当すると

きは、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期

間に含まれません（クーリングされます）。

　その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、通

算契約期間のカウントが再度スタートします。

　派遣社員として勤務されている方も、有期労働契約を結んでいれば無期転換の対象となります。この

場合、派遣会社（派遣元の企業）と締結している労働契約の通算契約期間が５年を超えた場合に、派遣

会社に対して無期転換の申込みをすることができます。

　無期転換を申し込んだ場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、派遣会社との間で、期

間の定めのない労働契約が成立します。

　「登録型派遣」とは、一般に、派遣労働を希望する場合に、あらかじめ派遣会社に登録しておき、派遣

をされる時に、その派遣会社と期間の定めのある労働契約を締結し、派遣先に派遣されることをいいます。

　そのため、登録型派遣で働く方の場合は、派遣される都度、有期労働契約を締結することとなりますが、

この場合も派遣会社との間で無期転換ルールが適用されます。したがって、同一の派遣会社との間で通算

契約期間が５年を超えた場合、無期転換申込権が発生し、その契約期間の初日から末日までの間、いつで

も無期転換の申込みをすることができます。（なお、「登録型派遣」の場合、単に派遣会社に登録している

状態では、一般に、労働契約は結ばれていませんので、その期間は、通算契約期間にカウントされません。）。

　なお、労働契約がない期間（無契約期間）が一定以上あると、無契約期間より前の有期労働契約は通

算契約期間に含まれなくなる（クーリングされる）場合があります。

無契約期間の前の

通算契約期間

契約がない期間

（無契約期間）

２ヶ月以下 １ヶ月以上

２ヶ月超～４ヶ月以下 ２ヶ月以上

４ヶ月超～６ヶ月以下 ３ヶ月以上

６ヶ月超～８ヶ月以下 ４ヶ月以上

８ヶ月超～ 10ヶ月以下 ５ヶ月以上

10ヶ月超～ ６ヶ月以上
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無期転換Ｑ＆Ａ　【無期転換後の労働条件編】

　法律上、そのような説明をしたり、労働者に周知をする義務は定められておりません。

　ただし、計画的な人事管理を行う観点からも、また、無期転換申込権の有無をめぐる紛争を回避する観点

からも、あらかじめ、労働条件通知書において、「労働契約法第 18 条の規定により、有期労働契約（平成

25 年４月 1 日以降に開始するもの）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日まで

に労働者から申込みすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転

換されます。」との記述をする等の周知を行って頂くことが望まれます。

　なお、有期特措法（Ｑ 17 参照）による特例の適用に当たっては、紛争防止の観点から、事業主は、労働

契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間であ

ることを書面で明示することが必要ですので、ご留意ください（労働基準法第 15 条及び特定有期雇用労働

者に係る労働基準法施行規則第５条の特例を定める省令）。

　無期転換ルールは契約期間を有期から無期に転換するルールですが、無期転換後の雇用区分については会

社によって制度が異なるため、一概には申し上げられません。給与や待遇等の労働条件については、労働協

約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件とな

ります。

　無期転換ルールによって、契約期間は有期から無期に転換されますが、無期転換後の給与などの労働条件は、

就業規則等で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。したがって、

無期労働契約に転換された労働者に対して、どのような労働条件を適用するかを検討した上で、別段の定めを

する場合には、適用する就業規則にその旨を規定する必要があります。ただし、無期転換に当たり、職務の内

容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める

観点から望ましいものではありません。

　また、特に定年など、有期契約労働者には通常定められていない労働条件を適用する必要がある場合には、

適切に設定のうえ、あらかじめ明確化しておく必要があります。

Q11．通算契約期間が5年を超える有期労働契約を締結する際には、無期転換の申込みができる

ことを使用者は説明しなければならないのでしょうか。

Q12．無期転換の申込みを行った場合、正社員になるのでしょうか。また、給与や待遇等の労働条

件は変わりますか。

Q13．無期労働契約に転換される労働者のために、あらかじめ就業規則等を整備する必要はありま

すか。また、整備するに当たって留意すべきことはありますか。

Q10．無期転換の申込みについて、原則として有期労働契約の期間が満了する日まで権利が行使で

きることを労使で確認した上で、合理的な長さの申込期間を設定すること（例えば、就業規

則で契約期間満了の1か月前までと定めること等）は可能でしょうか。

　後任者の採用など企業の人事労務管理上の必要性から、無期転換の申込みの期限について、就業規則等で「無

期転換の申込みは契約満了日の１か月前までに行うこと」などと定めること自体は禁止されていません。

　ただし、法律上は、「契約期間が満了する日までの間に」無期転換の申込みをしたときは、無期契約が成立

することとされていることから、就業規則等で上記のような申込期限を定めた場合であっても、労働者がそ

の期限までにその真意に基づいて無期転換申込権を行使しない旨意思表示した場合は別として、契約期間の

満了日までに労働者が無期転換の申込みをした場合については、その申込みが有効とされる可能性もあると

考えられます。

　なお、就業規則の制定・変更により申込期限を定める場合は、その就業規則を労働者に周知させ、かつ、

その定めの内容が合理的である必要があることに留意が必要です（労働契約法第７条、９条、10 条。）。 
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Q14．就業規則の定めや、その変更の「合理性」は、どのようにして判断されるのですか。

＜就業規則の定めについて＞

 　労働契約において労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合に、使用者が合理的な労働条件が定め

られている就業規則を労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働契約の内容を補

充し、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によることとなります（労働契約法第７条）。

　この場合、就業規則に定められた労働条件の合理性をめぐって労働者と使用者の間で争いが生じ、裁判に

なった場合には、個別具体的な事案に応じて司法においてその合理性の有無について判断されます。

＜就業規則の変更について＞

 　原則として、使用者は労働者と合意することなく就業規則の変更により労働契約の内容である労働条件を

労働者の不利益に変更することはできません（労働契約法第９条）。ただし、この合意の原則の例外として、

①当該就業規則の変更が合理的なものであり、かつ、②使用者が変更後の就業規則を労働者に周知させたと

きは、就業規則の変更という方法によって労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更すること

も認められます（労働契約法第 10 条）。

　この場合、①の就業規則の変更の合理性をめぐって労働者と使用者の間で争いが生じ、裁判になった場合

には、個別具体的な事案に応じて、

　・労働者の受ける不利益の程度

　・労働条件の変更の必要性

　・変更後の就業規則の内容の相当性

　・労働組合等との交渉の状況

　・その他の就業規則の変更に係る事情

を総合考慮して司法においてその合理性について判断されます。

　例えば、実際上の必要性がないにもかかわらず、無期転換ルールの適用を避ける目的で無期転換後の労働

者に適用される就業規則の制定・変更をする場合等については、就業規則の制定・変更の合理性が認められ

ないと判断される可能性もあると考えられます。 

　適法に定められた労働協約、就業規則及び個々の労働契約によって、「別段の定め」として申込み時点の有

期労働契約の労働条件と異なる労働条件を定めることは可能であり、この「別段の定め」には、正社員並み

の責任を負わせる定めとすることも含まれます。

　ただし、実際上の必要性がないにもかかわらず、無期転換ルールの適用を避ける目的で無期転換後の労働

者に適用される就業規則に「別段の定め」をすることは、労働契約法第 18 条の趣旨に照らして望ましいも

のとはいえず、就業規則の制定・変更の合理性が認められないと判断される可能性もあると考えられます。

　雇用の上限を定めることは、定年を除きできません。

　定年などの労働条件を、無期転換後の労働条件として適用する必要がある場合には、あらかじめ、労働協約、

就業規則または個々の労働契約によりその内容を明確化しておくことが望まれます。（なお、定年の定めをす

る場合、定年は、60 歳を下回ることができず（高齢者雇用安定法第８条）、また、当該定めについては「退

職に関する事項」として就業規則に必ず記載しなければならないこととされています（労働基準法第 89 条）。）　　　　

　使用者が、定年によらず、無期労働契約に転換した労働者を解雇する場合には、労働契約法第 16 条の解

雇権濫用法理が適用され、当該解雇が「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない

場合」には、権利濫用に該当するものとして無効となります。 

Q15．「別段の定め」によって、無期転換後は勤務地や職務を限定しないこととし、正社員並みの

責任を負わせる定めをすることに問題はないでしょうか。

Q16．有期労働契約から無期労働契約に転換した場合に、本人から退職の申出がない限りは雇用し

続けなければならないのでしょうか。雇用の上限を定めることはできないのでしょうか（注：

60歳未満の場合）。



　無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契

約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、使用者が有期労働契約の更新を拒否した場合（雇

止めをした場合）、労働契約法第 19 条に定める雇止め法理により、一定の場合には当該雇止めが無効となる

場合があります。雇止め等でお困りの場合は、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）（無期転換ルー

ル特別相談窓口）までご相談ください。

Q19．無期転換申込権が発生する前に「無期転換を申し込まれると困るから雇止めする」と言われ

ました。不当な雇止めだと思うのですが、どこに相談したらよいのでしょうか。

　通算契約期間が５年を超える有期契約労働者が、現在締結している有期労働契約の満了日までの間に、無

期転換の申込みをしたときは、使用者はこの申込みを承諾したものとみなされ、申込みの時点で、申込時の

有期労働契約が満了する日の翌日を始期とする無期労働契約が、既に成立していることになります（労働契

約法第 18 条第１項）。したがって、会社は無期転換を拒否することはできません。

Q20．無期転換の申込みを行いましたが、会社から「うちの会社では無期転換は認めていない」と

言われました。私は無期転換することができないのでしょうか。

無期転換Ｑ＆Ａ　【雇止めに関する質問編】

　定年後に引き続き雇用している有期契約労働者についても、同様に無期転換ルールは適用となります。

　ただし、適切な雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受けた場合には、特例として、

その事業主に定年後引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないという制度（正式名称は「専

門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成26年法律第137号）」）もあります。

　なお、有期契約労働者が、既に企業等において定めている定年の年齢を超えた後に無期転換申込権を行使

した場合（例：６０歳定年制の企業において、６２歳に通算５年を超える有期契約労働者が無期転換申込権

を行使した場合など）についても、同様に無期転換ルールは適用となります。この場合、上記定年が、定年

の年齢を超えた後に無期転換した労働者に当然に適用されるわけではないことに注意が必要です。

　労働契約において、労働者が一定の年齢に達したことを理由として労働契約を終了させる旨（定年）を定

めることは可能です。

　もっとも、就業規則における定年の定めについては、労働契約法第７条、第９条及び第 10 条に定められ

ている就業規則法理の適用を受けるものであることに留意が必要です（※）。無期転換ルールの趣旨も踏まえ、

労使でよく話し合って十分な理解を得た上で、適切な労働条件の設定（定年の定め）をする必要があります。

※ 例えば 65 歳で無期転換した者の定年を 66 歳とするような場合など、無期契約に転換するという無期

転換ルールの趣旨を没却させるような目的で定年の定めをすることは、法の趣旨に照らして望ましいもの

とは言えません。同様に、無期転換ルールの趣旨を没却させるような目的で、無期転換時の年齢に応じて

定年が無期転換後すぐに到来するように段階的な定年の定めを設定すること（例：無期転換申込権行使時

の年齢が 66 歳の場合は定年は 67 歳、行使時の年齢が 67 歳の場合は定年は 68 歳とするような場合など）

も法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。

Q17．60歳定年後に有期労働契約で継続雇用している労働者を、65歳（通算５年）を超えて契約

更新した場合、この労働者は無期転換の申込みができるのでしょうか。

Q18．A社を定年退職後、有期契約でB社（A社のグループ会社ではない）に入社し、そののち

に無期転換した者など、有期特措法の特例の対象とならない高年齢者について、B社が定年

を定めることは可能でしょうか。

無期転換Ｑ＆Ａ　【無期転換後の労働条件編】



　Q20 で述べたように会社は無期転換を拒否することはできません。会社が無期転換を認めず、現在締結し

ている有期労働契約の満了をもって有期労働契約関係を終了させようとした（雇止めしようとした）としても、

その雇止めをもって当然に無期転換申込権の行使により成立した始期付無期労働契約を解約（解雇）するこ

とにはならず、無期労働契約の関係は終了していないと考えられます。

　また、有期労働契約だけでなく始期付無期労働契約の関係も終了させようと解約（解雇）を申し入れたと

しても、この解雇が「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない」場合には、権利

濫用に該当するものとして無効となるとされています。（労働契約法第 16 条）

　さらに、有期労働契約の解約（解雇）が有期労働契約の期間中に行われた場合には、やむを得ない事由が

ない限り認められず、無効と判断される可能性は無期労働契約の解雇より高いと考えられます。（労働契約法

第 17 条）

　なお、労働者が無期転換の申込みをしたにもかかわらず、無期転換をさせないために労働者を雇止め・解

雇することは望ましいとは言えず、仮に裁判になれば無効と判断される可能性は高いと考えられます。

Q21．会社側に、「無期転換できないのはおかしい」と言ったところ、「無期転換しないという会社の

方針に従えないのであれば雇止め・解雇する」と言われました。これは問題ないのでしょうか。

　有期労働契約において更新年限や更新回数の上限などを設けることが、直ちに法律違反となるものではあ

りません（使用者と労働者との間で合意がなされた場合には、労働契約として成立することとなります）。

　もっとも、就業規則でそれらが定められている場合や、就業規則の変更によってそれらが定められた場合

には、使用者側がその就業規則を労働者に周知させ、かつ、その定めの内容が合理的である必要があります。

（労働契約法第７条、９条、10 条。）

　また、雇止めの有効性については、雇止め法理（労働契約法第 19 条）に基づき最終的には司法判断され

ることとなります。（有期契約の満了前に使用者側が更新年限や更新回数の上限などを一方的に定めたとし

ても、雇止めをすることは許されない場合もあります。） 

Q22．会社から有期契約の更新上限は５年だと説明されました。５年の更新上限を設け、雇止めす

ることは問題ではないのでしょうか。

無期転換Ｑ＆Ａ　【雇止めに関する質問編】

Q23．雇止めはどのような場合に無効となるのですか。

　雇止めが有効か否かは、労働契約法第 19 条の「雇止め法理」に基づき判断され、有期労働契約が次の①、

②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念

上相当であると認められないとき」は、その雇止めは無効とされます。雇止めが無効とされた場合、従前と

同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。

①過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認

められるもの

②労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待するこ

とについて合理的な理由があると認められるもの

　例えば、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的で、

　・無期転換申込権が発生する有期労働契約の満了直前に、一方的に、使用者が更新年限や更新回数の上限

などを就業規則上設け、当該ルールに基づき、無期転換申込権が発生する前に雇止めをする場合

　・契約更新上限を設けた上で、形式的にクーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用することを約束し

た上で雇止めを行う場合

　等については、雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠くものとされる可能性もあると考えられ

ます。なお、上記の①②に該当するか否かは、当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、

契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮して個別事案ごとに判

断されます。



無期転換Ｑ＆Ａ　【その他】

「無期転換ルール」に関する情報・お問い合わせはこちら

Q24．無期転換ルールの適用が除外される労働者の定めはないのですか。

　労働契約法の適用が除外されている国家公務員、地方公務員、同居の親族のみを使用する場合や、無

期転換ルールについて規定する労働契約法第 18 条の適用が除外されている船員を除く全ての労働者（例

えば、学生アルバイトやパート、60 歳以上の労働者等）に、無期転換ルールは適用されます。 

無期転換ルール特別相談窓口（都道府県労働局雇用環境・均等部 (室 )）

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

無期転換ルールの概要や厚生労働省で行っている支援策、

先進的な取組を行っている企業事例のほか、無期転換後の

受け皿の１つとなる「多様な正社員」の導入の際に参考と

なるモデル就業規則などを掲載しています。　　　

https://muki.mhlw.go.jp/

北海道労働局 011-709-2715 石川労働局 076-265-4429 岡山労働局 086-225-2017

青森労働局 017-734-4211 福井労働局 0776-22-3947 広島労働局 082-221-9247

岩手労働局 019-604-3010 山梨労働局 055-225-2851 山口労働局 083-995-0390

宮城労働局 022-299-8844 長野労働局 026-227-0125 徳島労働局 088-652-2718

秋田労働局 018-862-6684 岐阜労働局 058-245-1550 香川労働局 087-811-8924

山形労働局 023-624-8228 静岡労働局 054-252-5310 愛媛労働局 089-935-5222

福島労働局 024-536-4609 愛知労働局 052-857-0312 高知労働局 088-885-6041

茨城労働局 029-277-8295 三重労働局 059-226-2110 福岡労働局 092-411-4894

栃木労働局 028-633-2795 滋賀労働局 077-522-6648 佐賀労働局 0952-32-7167

群馬労働局 027-896-4739 京都労働局 075-241-3212 長崎労働局 095-801-0050

埼玉労働局 048-600-6210 大阪労働局 06-6949-6494 熊本労働局 096-352-3865

千葉労働局 043-221-2307 兵庫労働局 078-367-0820 大分労働局 097-532-4025

東京労働局 03-3512-1611 奈良労働局 0742-32-0210 宮崎労働局 0985-38-8821

神奈川労働局 045-211-7380 和歌山労働局 073-488-1170 鹿児島労働局 099-223-8239

新潟労働局 025-288-3527 鳥取労働局 0857-29-1709 沖縄労働局 098-868-4380

富山労働局 076-432-2740 島根労働局 0852-31-1161

是非、見てね♥無期転換サイト



５年を超えるプロジェクトで有期契約の高度専門職を雇用する事業主のみなさま・

定年後５年を超えて継続雇用を行う事業主のみなさま・有期雇用で働くみなさまへ

高度専門職・継続雇用の高齢者に関する

無期転換ルールの特例について

厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）

厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp）

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト（http://muki.mhlw.go.jp/）
において最新情報を提供しています。
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4

はじめに

　労働契約法の改正により、平成 25 年４月から「無期転換ルール」が導入されています。このルールは、

有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との

有期労働契約が「５年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に

転換するというものです。

　先般、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を通じ、その能力の有

効な発揮と、活力ある社会の実現を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関

する特別措置法」（平成 26 年法律第 137 号。以下「有期雇用特別措置法」といいます。）が

平成 26 年 11 月 28 日に公布され、平成 27 年 4 月１日に施行されました。

この有期雇用特別措置法により、

① 専門的知識等を有する有期雇用労働者（以下「高度専門職」といいます。）と、

② 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者（以下「継続雇用の高齢者」といいます。）

について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生

までの期間に関する特例が適用されることとなりました。

　本パンフレットでは、有期雇用特別措置法の概要や、特例の適用に必要な認定申請に関する手続、

特例の適用を受けるに当たっての留意事項等について、解説します。

高度専門職に対する無期転換ルールの

特例の適用を検討されている事業主の方は、
特に次のページをご覧ください。

p.6 - p.8
「Ⅰ－３．高度専門職の特例」

p.12 - p.13
「Ⅱ－１．申請書の提出から計画の認定まで」

p.14
「Ⅱ－２．高度専門職に関する申請書（第一種

計画認定・変更申請書）の作成」

p.16
「Ⅱ－４．特例の対象者に行うべき適切な雇用

管理上の措置」≪高度専門職関係≫

p.18
「Ⅱ－５．その他の留意事項」

≪高度専門職関係≫

p.21 - p.23
「Ⅱ－７．特例に関する労働条件の明示
（労働基準法第 15 条等）」

継続雇用の高齢者に対する無期転換ルールの

特例の適用を検討されている事業主の方は、
特に次のページをご覧ください。

p.9
「Ⅰ－４．継続雇用の高齢者の特例」

p.12- p.13
「Ⅱ－１．申請書の提出から計画の認定まで」

p.15
「Ⅱ－３．継続雇用の高齢者に関する申請書

（第二種計画認定・変更申請書）の作成」

p.17
「Ⅱ－４．特例の対象者に行うべき適切な雇用

管理上の措置」≪継続雇用の高齢者関係≫

p.19
「Ⅱ－５．その他の留意事項」

≪継続雇用の高齢者関係≫

p.21 - p.23
「Ⅱ－７．特例に関する労働条件の明示
（労働基準法第 15 条等）」
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5

Ⅰ－１．無期転換ルールの仕組み（労働契約法第 18 条）

Ⅰ－２．有期雇用特別措置法の適用の流れ

　有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成 24 年８月の

労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。

　同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて更新された場合は、有期労働者（契約

社員やアルバイトなどの名称を問わず、雇用期間が定められた社員）の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換されます（労働契約法第 18 条第１項）。

（注） 通算契約期間のカウントは、平成 25 年 4 月1日以後に開始する（更新する場合を含みます）

　　有期労働契約が対象です。

　 　 平成 25 年 3 月 31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。

● 計画の作成や認定についての詳細は、「Ⅱ．事業主のみなさまへ（p.12）」をご覧ください。

Ⅰ．有期雇用特別措置法の概要

① 無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に
発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成します。

② 事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。
（注）本社・本店を管轄する労働基準監督署経由で提出することもできます。

③ 都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行います。

④ 認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者（高度専門職と継続雇用の高齢者）につい
て、無期転換ルールに関する特例が適用されます。

（注）有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを対

象労働者に明示する必要があります。

事業主 計画の作成

提出

認定

都道府県労働局

有期労働契約の締結
特例適用 労働条件明示

高度専門職
継続雇用の高齢者

契約期間が

1年の場合
1年 1年 1年 1年 1年 1年 無期労働契約

更新 更新 更新 更新 更新 転換

5年
無期転換
申込権発生

契約期間が

3年の場合
3年 3年 無期労働契約

更新 転換締結
または

更新

締結
または

更新

5年

無期転換申込権発生

申込

申込
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● 年収要件

事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、その事業主から支払われると見込まれる

賃金の額を、１年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075 万円以上（※）であることが必要です。

（※）「支払われると見込まれる賃金の額」とは、契約期間中に支払われることが確実に見込まれる賃

金の額をいいます。

　　  具体的には、個別の労働契約または就業規則等において、名称の如何にかかわらず、あらかじめ

具体的な額をもって支払われることが約束され、支払われることが確実に見込まれる賃金は全て含

まれる一方で、所定外労働に対する手当や労働者の勤務成績等に応じて支払われる賞与、業務給

等その支給額があらかじめ確定されていないものは含まれないものと解されます。ただし、賞与や

業績給でもいわゆる最低保障額が定められ、その最低保障額については支払われることが確実に

見込まれる場合には、その最低保障額は含まれるものと解されます。

● 高度専門職の範囲

次のいずれかにあてはまる方が該当します。

① 博士の学位を有する者

② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、

不動産鑑定士、技術士または弁理士

③ IT ストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者

④ 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者

⑤ 大学卒で５年、短大・高専卒で６年、高卒で７年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・

機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナー

⑥ システムエンジニアとしての実務経験５年以上を有するシステムコンサルタント

⑦ 国等（※）によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者

に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

（※）国、地方公共団体、一般社団法人または一般財団法人その他これらに準ずるものをいいます。

Ⅰ－３．高度専門職の特例

（１）高度専門職の年収要件と範囲

高度専門職の年収要件と範囲については、次のとおりです。

（２）特例の内容

　通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算５年を超えて更新された場合に無期転換申込権が

発生しますが、

・ 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主に雇用され、

・ 高収入で、かつ高度の専門的知識等を有し、

・ その高度の専門的知識等を必要とし、５年を超える一定の期間内に完了する業務（特定有期業務。

以下「プロジェクト」といいます。）（※）に従事する

　有期雇用労働者（高度専門職）については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申

込権が発生しません。ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は、10 年です。

（※）毎年度行われる業務など、恒常的に継続する業務は含まれません。

　例えば、７年のプロジェクトの開始当初から完了まで従事する高度専門職については、その７年間

は無期転換申込権が発生しません。

【プロジェクトの開始当初から完了まで従事させた場合】

5年

1年 1年 1年 1年 1年1年1年

無期転換申込権は発生しない

プロジェクト（7年）

雇入れ

（注）プロジェクトの終了後、引き続き

有期労働契約を更新する場合は、

通常の無期転換ルールが適用され、

無期転換申込権が発生します。
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（３）特例の適用についての考え方

　無期転換ルールは、当初の労働契約からの通算契約期間が「５年」を超えた場合に、無期転換申

込権が発生するものです。高度専門職に関する特例は、この「５年」が、認定を受けた計画における

プロジェクトの「開始の日から完了の日までの“期間”」となり、その“期間”は無期転換申込権が発生

しないことを定めるものです。

　したがって、無期転換申込権が発生しないのは、最初の有期労働契約からの通算契約期間が、

プロジェクトの開始の日から完了の日までの“期間”（年数・月数）を超えない場合です。例えば、

・ 「６年」を要するプロジェクトに従事している間は「６年」を超えない限り、

・ 「７年」を要するプロジェクトに従事している間は「７年」を超えない限り、

それぞれ、無期転換申込権は発生しないこととなります。

　ただし、以下の場合には、その時点で通常の無期転換ルールが適用され、通算契約期間が５年を

超えていれば、無期転換申込権が発生します。

・ プロジェクトに従事しなくなった場合

・ 年収要件（1,075 万円）を満たさなくなった場合

・ 計画の認定が取り消された場合

（注１）　通算契約期間の算定は、平成 24 年労働契約法改正法の施行日である平成 25 年４月１日

以後に開始する有期労働契約が対象となります（平成 24 年労働契約法改正法附則第２項）。

（注２）　プロジェクトの開始後に認定を受けた場合であっても、プロジェクトの開始前に認定を受

けた場合と同様に、特例の効果は発生します。ただし、高度専門職が既に無期転換申込権

を行使している場合は除きます。

（４）特例適用のケーススタディー

● （ケース２）プロジェクトの完了後、引き続いて別のプロジェクトに従事させる場合

例えば、６年のプロジェクトの開始当初から完了まで従事した者を、引き続き、別の７年のプロジェクト

に従事させる場合、通算契約期間が、最初の６年のプロジェクトに従事している間は６年を、次の７年

のプロジェクトに従事している間は７年を、それぞれ超えない限りは、無期転換申込権は発生しません。

このため、雇入れから７年間は無期転換申込権は発生しません（雇入れから７年を超えれば、無期転

換申込権は発生します） 。

● （ケース１）従前雇用している高度専門職を、新たにプロジェクトに従事させる場合

例えば、最初の有期労働契約の開始時点から３年を経過した高度専門職を、４年目から、新たに

７年のプロジェクトに従事させた場合、雇入れからの通算契約期間が７年を超えない限り、無期転

換申込権は発生しません（雇入れから７年を超えれば、無期転換申込権は発生します）。

5年 申込み

転換

1年1年1年1年1年 1年 1年1年

プロジェクト（7年）

雇入れ

無期労働契約

無期転換申込権は発生しない（7年）
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● （ケース３）プロジェクトの途中で、別のプロジェクトに従事させる場合

例えば、６年のプロジェクトにその開始当初から３年経過時点まで従事した者を、別の７年のプロ

ジェクトに従事させる場合、通算契約期間が、最初の６年のプロジェクトに従事している間は６年を、

次の７年のプロジェクトに従事している間は７年を、それぞれ超えない限りは、無期転換申込権は

発生しません。このため、雇入れから７年間は無期転換申込権は発生しません（雇入れから７年を

超えれば、無期転換申込権は発生します） 。

● （ケース４）プロジェクトの途中から雇用して従事させ、完了後も引き続き雇用する場合

例えば、７年のプロジェクトの開始時点から３年を経過した時点で、そのプロジェクトに従事する

者を雇い入れた場合は、そのプロジェクトに従事している間は、無期転換申込権は発生しませんが、

その者が４年従事した時点でプロジェクトが完了するため、完了後も引き続き雇用する場合には、

無期転換ルールの原則通り、通算契約期間が５年を超えた場合に無期転換申込権が発生します。

（※）ケース２及びケース３のように、新たなプロジェクトに従事することとなる場合には、有期労働契約の

更新時に明示しなければならない労働条件のうち、有期雇用特別特措法の特例の内容に関する事項や

プロジェクトに関する事項については、新たなプロジェクトに基づくものとする必要があります。

（プロジェクトAに係る期間）

プロジェクトB（7 年）  （※）

5年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

雇入れ

無期転換申込権は発生しない（7 年）

申込み

転換

無期労働契約

プロジェクトA（6 年）

5年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

雇入れ

申込み

転換

無期労働契約

プロジェクト A（6 年）

プロジェクトB（7 年）  （※）

無期転換申込権は発生しない（7 年）

（プロジェクトAに係る期間）

（注）プロジェクトの終了後、引き続き有期労働契約を

更新する場合は、通常の無期転換ルールが適用され、

有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に

無期転換申込権が発生します。

5年
申込み

転換

1年 1年 1年 1年 1年 1年

雇入れ

無期労働契約

無期転換申込権は発生しない

プロジェクト（7年）
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　通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算５年を超えて更新された場合に無期転換申込権が

発生しますが、

・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主（特殊関係事

業主含む）（※）の下で、

・定年に達した後、引き続いて雇用される

　一方、特殊関係事業主以外の他の事業主で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、

無期転換申込権が発生することにご留意ください。

有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、

無期転換申込権が発生しません。

（※） 高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主に定年後に引き続いて雇用される場合は、

その特殊関係事業主が認定を受ける必要があります。

＜補足＞特殊関係事業主について

特殊関係事業主とされるのは、いわゆるグループ会社です。具体的には、

[1] 元の事業主の子法人等、[2] 元の事業主の親法人等、[3] 元の事業主の親法人等の子法人等、

[4] 元の事業主の関連法人等、[5] 元の事業主の親法人等の関連法人等　です。

（注１）　事業主が認定を受ける以前より、同一事業主に定年後引き続き雇用されている方も特例

の対象となります。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。

（注２）　定年後に同一の事業主に継続雇用され、その後引き続いて特殊関係事業主に雇用され

る場合は、特例の対象となります。（通算契約期間のカウントについては、同一の使用者ごと

（注３）　他の事業主（特殊関係事業主除く）に65歳以降の継続雇用をされる方や定年後に再

になされるため、その特殊関係事業主に雇用された時点から新たに行われます。）

就職した方は、特例の対象にならず、無期転換ルールが適用されます。

● 認定が取り消された場合の取扱い

　特例は、認定された計画に関係する事業主及び労働者について適用されますので、認定が取り消され

れば、特例は適用されなくなります。この場合、通常の無期転換ルールが適用され、当初の労働契約

からの通算契約期間が５年を超えていれば、それまで特例の対象となっていた労働者であっても原則

どおり、無期転換申込権が発生することになります。

● 施行前に無期転換申込権が発生していた方に関する経過措置

　有期雇用特別措置法の施行日（平成 27 年 4 月 1 日）前に通算契約期間が５年を超えることと

なった方については、引き続き無期転換申込権を有し、特例は適用されません。

Ⅰ－４．継続雇用の高齢者の特例

Ⅰ－５．特例に関するその他の基本的ルール

5年

定年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年無期労働契約

無期転換申込権は発生しない
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　特例の適用に必要な雇用管理上の措置に関する計画については、平成 27年４月１日以降、認定申

請を受け付けることが可能となりますが、認定を受けることで、それ以前の一定の期間についても特例

の対象となります（ケース①～③参照）。

（注１） 　通算契約期間の算定は、平成 24 年労働契約法改正法の施行日である平成 25 年４月１日

以後に開始する有期労働契約が対象（平成 24 年労働契約法改正法附則第２項）となるため、

特例の適用対象も、それ以後に開始する有期労働契約に限られます。

（注２） 　特例の効果は、事業主が認定を受けた時点がいずれの場合であっても発生します。

具体的には、

・  高度専門職については、プロジェクトの開始後に認定を受けた場合であっても、プロジェ

クトの開始前に認定を受けた場合と同様に、特例の効果が発生します。

・  継続雇用の高齢者については、定年を既に迎えている者を雇用している事業主が認定を

受けた場合、そうした方も特例の対象となります。

ただし、いずれについても、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。

（ケース①）高度専門職をプロジェクトの開始当初から完了まで従事させた場合

プロジェクトの開始時点が、

・平成 27年４月１日以後

・平成 25年４月１日以後かつ平成 27年４月１日以降（有期雇用特別措置法の施行日）より前

・平成 25年４月１日（平成 24年労働契約法改正法の施行日）より前

のいずれであっても、特例が適用されます。

ただし、通算契約期間の算定対象が平成25年４月１日以降に開始する有期労働契約に限られることから、

特例における通算契約期間の算定対象も平成 25年４月１日以降に限られます（ケース① -３）。

Ⅰ－６．施行日と特例適用の関係

5年ケース

平成27年4月1日
有期雇用特別
措置法の施行日

ケース

ケース

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

5年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

5年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

無期転換申込権は発生しない

無期転換申込権は発生しない

無期転換申込権は発生しない

プロジェクト（7年）

プロジェクト（7年）

プロジェクト（7年）

平成25年4月1日
改正労働契約法
の施行日
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（ケース②）従前雇用している高度専門職を、新たにプロジェクトに従事させる場合

ケース①と同様に、プロジェクトの開始時点がいずれであるかにかかわらず、通算契約期間がプロジェ

クトの期間（この例では７年）を超えれば、無期転換申込権は発生します（ケース② -１及びケース② -２）。

ただし、ケース② -３においては、通算契約期間の算定対象が平成 25年４月１日に開始する有期労働

契約に限られることから、平成 25年４月１日から７年が経過する前にプロジェクトが終了するので、そ

の後は通常の無期転換ルールが適用されます（ケース② -３）。

（ケース③）定年後、同一の使用者に引き続き雇用される場合

定年の時点が、

・平成 27年４月１日以後

・平成 25年４月１日以後かつ平成 27年４月１日より前

・平成 25年４月１日より前

のいずれであっても、特例が適用されます。ただし、通算契約期間の算定対象が平成 25年４月１日に

開始する有期労働契約に限られることから、特例の適用も平成 25年４月１日以降に限られます

（ケース③ -３）。

平成27年4月1日
有期雇用特別
措置法の施行日

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

1年 1年

1年

申込権発生

申込権発生

申込権発生

1年 1年 1年1年 1年 1年 1年

平成25年4月1日
改正労働契約法
の施行日

ケース

ケース

ケース

無期転換申込権は発生しない

無期転換申込権は発生しない（7年）

無期転換申込権は発生しない（7年）

プロジェクト（7年）

プロジェクト（7年）

プロジェクト（7年）

5年

5年

5年

（注）プロジェクトの終了後は

通常の無期転換ルールが

適用されます。

5年定年
ケース

ケース

ケース

平成27年4月1日
有期雇用特別
措置法の施行日

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年

平成25年4月1日
改正労働契約法
の施行日

無期労働契約

5年定年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年無期労働契約

5年定年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年無期労働契約

無期転換申込権は発生しない

無期転換申込権は発生しない

無期転換申込権は発生しない
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【関係条文】

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号・抄）

（作成及び届出の義務）

第八十九条　常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁

に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一　始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合におい

ては就業時転換に関する事項

二　賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支

払の時期並びに昇給に関する事項

三　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

三の二　退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方

法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四　臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五　労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六　安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七　職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九　表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十　前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに

関する事項

（作成の手続）

第九十条　使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が

ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数

を代表する者の意見を聴かなければならない。

② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

Ⅱ．事業主のみなさまへ

Ⅱ－１．申請書の提出から計画の認定まで

● 特例の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画の認定申請が必要です。

　有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理

措置の計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です（Ⅰ－２参照）。

　また、高度専門職と継続雇用の高齢者について、それぞれ別の計画の認定を受けることが必要です。

　なお、高度専門職について、複数のプロジェクトについて特例の適用を希望する場合には、それぞれ

について計画の認定申請が必要となります。

　継続雇用の高齢者については、一事業主につき複数の申請をする必要はありません。

● 申請書の作成に当たっては、関係する労働者の理解と協力を得るよう努めてください。

　こうした雇用管理に関する措置を行うに当たっては、関係する労働者の理解と協力が重要です。

雇用管理の内容について関係する労働者に対し、意見聴取や周知を行うなど、関係労働者の理解と

協力を得るよう努めることが求められます。

　なお、実施する雇用管理措置の内容に関して就業規則の変更を行う場合は、

・　就業規則の作成及び届出に関する事項を規定する労働基準法第89条

・　就業規則の作成の手続に関する事項を規定する労働基準法第90条

・　就業規則による労働契約の内容の変更に関する事項を規定する労働契約法第９条・第10 条の

規定を遵守してください。
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● 申請は、本社・本店管轄の都道府県労働局まで。

　申請は、本社・本店を管轄する都道府県労働局（雇用環境・均等部（室））に提出してください（事

業場ごとに作成する必要はなく、本社・本店で一括して申請してください）。

　提出は、ご来庁のほか、郵送や電子申請によることも可能です。

　また、本社・本店を管轄する労働基準監督署を経由して提出することもできます。

　なお、法人の場合、代表者と担当者が異なるときは、担当者の氏名・連絡先等を別途お伺いします。

・社本に的質実、くなはでのもういを地所住の上簿記登業商もしず必、は地所住の」店本・社本「 ）１注（

本店の機能を有する事業所の所在地のことをいいます。

（注２） 平成 29 年 12 月以降、社会保険労務士又は社会保険労務士法人（以下「社会保険労務士

等」と言います）が電子申請により有期特別措置法に係る申請の提出代行を行う場合、事

業主と社会保険労務士等との間に提出代行を委託したことを示す同意書等を添付することを

もって、当該事業主の電子署名及び電子証明書を省略することが可能となっています。

（注３） 電子申請の詳細は、e-Gov ホームページ（http://shinsei.e-gov.go.jp/）をご参照くださ

い。

● 申請に当たっては、原本と写しの合計２部を提出してください。

　作成した雇用管理措置の計画の申請書と添付書類については、それぞれ原本と写しの合計２部を提

出いただくよう、お願いします（写しは認定通知書等の交付時にお返しします） 。

● 有期特措法に基づく認定申請の流れ

労働契約法（平成 19 年法律第 128 号・抄）

（就業規則による労働契約の内容の変更）

第九条　使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内

容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条　使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知さ

せ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則

の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであ

るときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、

労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部

分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

（※）監督署を通じて申請を行った場合、監督署を通じて認定等通知書の

交付がなされます。

③申請書の受理

④計画内容の審査

⑤審査結果の連絡

⑥認定等通知書一式の交付（※）

申請者（事業主）

労働局における手続き

申請者（事業主）

・申請書の形式審査

本社管轄局（※）

①申請書類の作成

②申請書の提出

定
認 +

正 副

副

申請書
添付資料
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● 社会保険労務士等による事務代理の場合には、欄外余白において、必ず「事務代理者」と表示し、かつ、当該事務
代理に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載してください。
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● 高度専門職について、有期雇用特別措置法による特例の適用を希望する事業主は、「第一種計画認定・

変更申請書」を作成の上、都道府県労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受けてください。

Ⅱ－２．高度専門職に関する申請書（第一種計画認定・変更申請書）の作成

〔留意事項〕
① 申請の日付を記載して

ください。

② 提出先の労働局名を記
載してください。

③ 法人の場合には法人の
名称を、個人事業主の
場合には氏名を記載して
ください。

④ 法人の場合には、代表者職
氏名を記載してください。

⑤ 法人の場合には本社・
本店の所在地を、個人事
業主の場合には住所（事
業所の所在地と異なる場
合には、事業所の所在
地）を記載してください。

⑥ 高度専門職が従事する
プロジェクトの内容を記
載してください。

⑦ プロジェクトを行ってい
る主な事業場の名称を
記載してください。

⑧ プロジェクトに必要な高
度専門職の専門的知識
等に を付してください。

　（複数の専門的知識等を
要する場合には、すべて
に を付してください。）

⑨ プロジェクトの「完了の
日」について、確実でな
い場合は予定日を記載
してください。

⑩ プロジェクトの期間を
記載してください。

　（注）開始の日から起算し
て、翌年の応当日（年違
いの同日）の前日をもっ
て「１年」、翌月の応当日

（月違いの同日）の前日
をもって「１か月」とする
方法により計算します。

⑪ 行うこととしている雇
用管理措置として該当す
るものに を付してくだ
さい。

　（１か所以上）
　（注）各項目の具体的な

内容については、p.16
をご参照ください。

⑫ 
代わりに、事業主の氏名の記載があり、実施する措置の内容が確認できる書類等を添付することも可能です。

を付した措置を行っていることが確認できる就業規則等を添付してください。なお、労働契約書の雛形や労働協約の

特定有期業務の期間

名称・氏名

住所・所在地
〒（　　　　　）

業務の内容

必要とする

専門的知識

等

開始の日 完了の日

代表者職氏名
（法人の場合）

電話番号

FAX 番号

歯科医師医師

税理士 薬剤師

獣医師

社会保険労務士

弁理士

公認会計士

一級建築士

技術師

システムコンサルタント

博士の学位

弁護士

不動産鑑定士

業務の遂行に必要な技能及び知識の内容等に関する情報の提供、相談の機会の確保その他の援助

職業能力検定の実施（他の事業主等が行う職業能力検定の受検を含む）

教育訓練の実施（事業主以外の機関等の施設により行われる教育訓練の受講を含む）

受講料などの金銭的援助

その他職業能力開発を支援するための教育訓練に係る費用の助成

教育訓練を受けるための有給休暇又は長期休暇の付与（労働基準法第 39 条の年次有給休暇を除く）

始業及び就業時刻の変更 勤務時間の短縮

その他能力の維持向上を自主的に図るための時間の確保に関する措置（学会参加を含む）

（添付書類）
１. 「３　第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：職業能力

開発計画、労働契約書の雛形、就業規則等）
２. 変更申請の場合は、認定されている計画の写し。

（記入上の注意）
１. 「２（１）内容」の「必要とする専門的知識等」の欄は、該当する専門的知識等の□にチェックして下さい。
２. 「３　第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェック

して下さい。

IT ストラデジスト又はシステムアナリストの資格試験に合格している者

アクチュアリーの資格試験に合格している者

特許発明の発明者

農林水産業・鉱工業・機械・電気・土木・建築の技術者

システムエンジニア デザイナー

登録意匠の創作者 登録品種の育成者

◯◯労働局長殿

年　　月　　日

第一種計画認定・変更申請書

年　　月　　日年　　月　　日年　　月　　日

業務が行われる主な事業場の名称：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）●●学会への参加

平成30   　6　    1 令和

新商品「●●」開発プロジェクト

７ 9  　30 7　  4　

霞が関研究所

〔赤字は記載例〕
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Ⅱ－３．継続雇用の高齢者に関する申請書（第二種計画認定・変更申請書）の作成

● 継続雇用の高齢者について、有期雇用特別措置法による特例の適用を希望する事業主は、「第二種

計画認定・変更申請書」を作成の上、都道府県労働局に提出し、計画が適当である旨の認定を受け

てください。

〔留意事項〕
① 申請の日付を記載して

ください。

② 提出先の労働局名を記
載してください。

③ 法人の場合には法人の
名称を、個人事業主の
場合には氏名を記載して
ください。

④ 法人の場合には、代表
者職氏名を記載してくだ
さい。

⑤ 法人の場合には本社・
本店の所在地を、個人事
業主の場合には住所（事
業所の所在地と異なる場
合には、事業所の所在
地）を記載してください。

⑥ 行うこととしている雇
用管理措置として該当す
るものに を付してくだ
さい。

　（１か所以上）
　（注）各項目の具体的な

内容については、p.17
をご参照ください。

⑦ 実施している高年齢者
雇用確保措置に を付
してください。

」入導の度制用雇続継「 ⑧
に を付した場合には、
いずれかに を付してく
ださい。

⑨ を付した措置を行っ
ていることが確認できる
就業規則等を添付してく
ださい。なお、労働契
約書の雛形や労働協約

氏名の記載があり、実
の代わりに、事業主の

施する措置の内容が確
認できる書類等を添付
することも可能です。

⑩ ハローワークに提出した「高年齢者雇用状況報告書」の写しを添付することも可能です。
　また、従業員規模が 10 人未満で就業規則を作成していない場合は、高年齢者雇用確保措置制度を社内周知している書類等、

就業規則に準ずるものを添付することも可能です。

●「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」に記載例、申請書提出時チェックリスト等を掲載しているため、ご活用ください。

● 社会保険労務士等による事務代理の場合には、欄外余白において、必ず「事務代理者」と表示し、かつ、当該事務代理に
係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載してください。

●電子申請を行うことも可能です。電子申請の詳細は、e-Gov ホームページ（http://shinsei.e-gov.go.jp/）をご参照ください。

高年齢者雇用等推進者の選任

職業訓練の実施

作業施設・方法の改善

健康管理、安全衛生の配慮

職域の拡大

職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備

職務等の要素を重視する賃金制度の整備

勤務時間制度の弾力化

名称・氏名

住所・所在地

代表者職氏名
（法人の場合）

電話番号

FAX 番号

◯◯労働局長殿

年　　月　　日

第二種計画認定・変更申請書

（添付書類）

１. 「２　第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：契約者の

雛形、就業規則等）

２. 高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基

準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）を含む。））

３. 変更申請の場合は、認定されている計画の写し。

（記入上の注意）

１. 「２　第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェック

して下さい。

２.「３　その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。

高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。

65 歳以上への定年の引き上げ

継続雇用制度の導入

希望者全員を対象

経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 78 号）附則第３項

に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合

〒（　　　　　） （　　　）

（　　　）

1 ヵ所以上に

チェックして下さい

〔赤字は記載例〕
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≪高度専門職関係≫

以下のいずれかの措置を実施することが必要です。

● 教育訓練に係る休暇の付与

　高度専門職がその職業生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るた

めの教育訓練（※１）を受けるための

・ 有給休暇（※２）

・ または長期にわたる休暇（※２）

の付与

（※１）高度専門職の能力の維持向上に資するものに限ります。

（※２）労働基準法の規定による年次有給休暇として与えられるものは除きます。

● 教育訓練に係る時間の確保のための措置

　高度専門職が職業に関する教育訓練を受ける時間を確保するために必要な措置

（例）勤務時間の短縮、始業または終業時刻の変更

● 教育訓練に係る費用の助成

　高度専門職の自発的な職業能力の開発を支援するための教育訓練に係る費用の助成

（例）受講料等の金銭的援助

● 業務の遂行の過程外における教育訓練の実施

　高度専門職の業務の遂行の過程外において、

・ 事業主が自らもしくは共同して行う教育訓練を実施すること

・ または職業能力の開発・向上について適切と認められる事業主以外の機関等の施設により

行われる教育訓練を受ける機会を確保すること　（例）学会への参加

● 職業能力検定を受ける機会の確保

・ 事業主が自らもしくは共同して行う職業能力検定

・ または職業能力の開発・向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受ける

機会の確保

● 情報の提供、相談の機会の確保等の援助

　高度専門職の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するための援助

（例）・業務の遂行に必要な技能・知識の内容・程度などの事項に関する情報提供

・キャリアコンサルタント等による相談の機会の確保

Ⅱ－４．特例の対象者に行うべき適切な雇用管理上の措置
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（※）高年齢者雇用等推進者について

17

　高年齢者雇用安定法第 11条及び高年齢者雇用安定法施行規則第５条の定めにより、事業主は、

高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務

うに努めなければならないとされています。

を担当する者として、知識及び経験を有している者の中から「高年齢者雇用等推進者」を選任するよ

≪継続雇用の高齢者関係≫

　高年齢者雇用安定法に規定する高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じるとともに、以下のいず

れかの措置を実施することが必要です。

● 高年齢者雇用安定法第 11 条の規定による高年齢者雇用等推進者（※）の選任

● 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

　高年齢者の有する知識、経験等を活用できるようにするための効果的な職業訓練として、

業務の遂行の過程外における

・ 教育訓練の実施

・ または教育訓練の受講機会の確保

● 作業施設・方法の改善

　身体的機能や体力等が低下した高年齢者の職業能力の発揮を可能とするための

・ 作業補助具の導入を含めた機械設備の改善

・ 作業の平易化等作業方法の改善

・ 照明その他の作業環境の改善

・ 福利厚生施設の導入・改善

● 健康管理、安全衛生の配慮

　身体的機能や体力等の低下を踏まえた

・ 職場の安全性の確保

・ 事故防止への配慮

・ 健康状態を踏まえた適正な配置

● 職域の拡大

　身体的機能の低下等の影響が少なく、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職域

を拡大するための企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計などの実施

● 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

・ 高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進のための職業能力を評価する仕組み

・ 資格制度、専門職制度

などの整備

● 賃金体系の見直し

　高年齢者の就労の機会を確保するための能力、職務等の要素を重視する賃金制度の整備

● 勤務時間制度の弾力化

　高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するための勤務時間制度の弾力化

　（例）短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリングの活用
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Ⅱ－５．その他の留意事項

≪高度専門職関係≫

・一般の労働者との労働条件の均衡

　高度専門職の方の年収以外の処遇及び雇用管理については、労働契約法第３条第２項（※１）の趣旨

も踏まえ、契約締結時の年収水準以外の社会保険、諸手当、福利厚生、企業内職業訓練等についても、

一般の労働者（高度専門職以外の労働者）との均衡を考慮したものとなるよう、配慮をお願いします。

（※１） 労働契約は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、または変更すべき旨を定めるものです。

（※２） ＜参考＞パートタイム・有期雇用労働法（抄）第８条、第９条（※以下、条文を記載）

（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）

第 20 条　有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一

の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合におい

ては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内

容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであっては

ならない。

・合理的な理由のない雇止めの回避

　高度専門職の方については、プロジェクト期間中の雇用の安定に配慮し、合理的な理由のない雇止

めを回避することが望ましいことにご留意ください。なお、高度専門職の方と継続雇用の高齢者の方

についても、有期労働契約を締結した労働者であり、いわゆる雇止め法理を規定する労働契約法第

19条（※３）の適用対象となるものであることにも、併せてご留意ください。

（※３） 有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」

といいます。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とす

る判例上のルールが確立しています。「雇止め法理」とは、このルールを指すものです。雇止め法理は、労働契約

法第 19 条において条文化されています。

＜参考＞労働契約法（抄）

（有期労働契約の更新等）

第 19 条　有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当

該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをし

た場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である

と認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを

承諾したものとみなす。

一　当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期

労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結し

ている労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念

上同視できると認められること。

二　当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待する

ことについて合理的な理由があるものであると認められること。

・産前産後休業または育児休業の取得促進のための環境整備

　労働基準法による産前産後休業や、育児介護休業法による育児休業に関しては、高度専門職の方に

ついても、その取得を促進するために必要な環境の整備に努めるべきであることにご留意ください。

（※３）労働契約法第20条はパートタイム・有期雇用労働法第８条に統合されています。

なお、高度専門職の方と継続雇用の高齢者の方についても、不合理な待遇を禁止するパートタイム・

有期雇用労働法第８条及び通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱

いを禁止する同法第９条（※２）（※３）の適用対象となることにご留意ください。
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〔交付までの流れ〕

①   都道府県労働局から処分結果を連絡し、交付日を調整します。

（労働基準監督署で受領する場合には、監督署から交付日の調整について連絡します。）

②   日程調整した交付日にご来庁ください。

③   認定通知書、申請書の写し、添付書類の写しを交付します。

④   留意事項を説明します。

⑤   認定通知書、申請書の写し、添付書類の写しは、再発行できないため大切に保管してください。

19

   事業主が継続雇用制度を導入し、定年後に有期労働契約によって引き続き雇用する際は、原則 65 歳

までは契約更新がされるものであるとの高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえ、適切な措置を行うこと

が望ましいことにご留意ください。

● 申請後は、都道府県労働局において審査のうえ、認定を行います。

　都道府県労働局における審査ののち、認定通知書または不認定通知書を交付します。

　なお、申請書の記載内容に疑義がある場合や、添付書類に不備がある場合には、都道府県労働局

から問い合わせることがあります（法人の場合、代表者と担当者が異なるときには、担当者に問い合

わせます）。

● 審査が終了した後、認定通知書を交付します。

　認定通知書の交付は、原則として、申請した都道府県労働局で行います（労働基準監督署経由で

申請した場合は、労働基準監督署で行います）。

　なお、事業所が遠隔地に所在する等の場合には、郵送での交付も行います（希望する場合には、

申請時にお申し出ください）。

Ⅱ－６．申請後の留意事項

・  変更申請に際しては、以下の書類を提出してください。

　◇ 変更申請書及び添付書類（原本と写しの合計２部）

　◇ 既に認定された計画書及び認定通知書（写しを各２部）

（例）

◇  プロジェクトの内容や主な事業場に変更が生じた場合（高度専門職）

◇  プロジェクトの開始の日または完了の日に変更が生じた場合（高度専門職）

◇  プロジェクトに必要となる専門的知識等に変更が生じた場合（高度専門職）

◇  申請書で を付した雇用管理に関する措置を行わなくなった場合

（高度専門職・継続雇用の高齢者）

◇  申請書において高年齢者雇用確保措置の の箇所を変更すべき場合（継続雇用の高齢者）

≪継続雇用の高齢者関係≫

（注） 不認定となった場合には、不認定通知書を交付します。

● 認定された計画に変更が生じた場合には、計画の変更申請を行ってください。

・  次の場合のように、認定された計画に変更が生じた場合には、計画の変更申請を行ってください。
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● 報告の徴収や助言・指導、認定の取り消しを行うことがあります。

　都道府県労働局長は、特例に関する認定を受けた事業主に対し、認定に当たって提出した計画に

記載された事項の実施状況について報告を求めることができるとされています（有期雇用特別措置法

第 11 条、第 13 条等）。そのため、特例の対象労働者から求めがあった場合等において、都道府県

労働局は、計画の実施状況について確認を行うことがあります。

　また、都道府県労働局長は、認定を受けた事業主に対し、認定された計画に記載された措置の

的確な実施に必要な指導と助言を行うことができるとされています（有期雇用特別措置法第 10 条

及び第 13 条等）。

　さらに、認定された計画が不適当なものとなった場合に、都道府県労働局長はその認定を取り消す

ことができるとされています（有期雇用特別措置法第５条第２項、第７条第２項、第 13 条等）。

　このため、措置の適切な実施のための指導と助言に従わない場合、認定を取り消すことがあります（※）。

（※）認定が取り消された場合には、通常の無期転換ルールが適用されます（p.9 参照）。

●  有期雇用特別措置法による特例の適用に当たっては、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約

の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、

①  高度専門職に対しては、プロジェクトに係る期間（最長 10 年）が、継続雇用の高齢者に対し

ては、定年後引き続いて雇用されている期間が、それぞれ無期転換申込権が発生しない期間で

あることを書面で明示するとともに、

②  高度専門職に対しては、特例の対象となるプロジェクトの具体的な範囲も書面で明示するこ

とが必要です（労働基準法第 15 条及び特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第５条

の特例を定める省令）。

●  なお、契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示

することが望まれます。

Ⅱ－７．特例に関する労働条件の明示（労働基準法第 15 条等）
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( 参考様式 )モデル労働条件通知書 (一般労働者用；常用、有期雇用型 )

● このモデル様式は、一般労働者用です。短時間労働者・派遣労働者・建設労働者・林業労働者については、

別のモデル様式を厚生労働省ホームページに公表していますので、あわせてご活用ください。

（注）有期雇用特別措置法に関係する部分は、黄色マーカーで表示しています。

労働条件通知書
〔赤字は記載例（高度専門職関係）〕

　　　　　　　　　　　殿         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           年　　月　　日

事 業 場 名 称・所 在 地
使　用　者　職　氏　名

契 約 期間 期間の定めなし、期間の定めあり（ 　　年　　 月　　 日～　　 年 　　月　　 日）

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入

１ 契約の更新の有無

[ 自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（　　　 ）]

２ 契約の更新は次により判断する。

・契約期間満了時の業務量 　　　　　・勤務成績、態度 　　　　　・能力
・会社の経営状況 　　　　　・従事している業務の進捗状況
・その他（                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

　

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】

  無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者）

Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（ 7 年 4 か月（上限 10 年））

Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間

就業の場所

従事すべき
業務の内容

新商品「●●」の開発に必要な社内システムの開発

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】
・特定有期業務（新商品「●●」開発プロジェクト  開始日：30 年 6月1 日　完了日： 37 年 9月30 日）

始業、終業の
時刻、休憩時
間、就業時転
換（（1）～（5）
のうち該当す
るもの一つに
○を付けるこ
と。）、所定時
間外労働の有
無に関する事
項　

１　始業・終業の時刻等

　（1） 始業（ 　　　   時  　 　　 分） 　終業（    　　　時   　　 　分）

　【以下のような制度が労働者に適用される場合】

　（2） 変形労働時間制等；（ 　　）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

　　組み合わせによる。

始業（ 　時 　分） 　終業（ 　時 　分）　 （適用日　　　　　 ）

始業（ 　時 　分） 　終業（ 　時 　分）　 （適用日　　　　　 ）

始業（ 　時 　分） 　終業（ 　時 　分）　 （適用日　　　　　 ）

　（3） ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌ ﾙ゙ﾀｲﾑ（始業） 　時 　分から 　時　 分、

（終業） 　時 　分から 　時 　分、

ｺｱﾀｲﾑ 　　　　時 　分から 　時 　分）

　（4） 事業場外みなし労働時間制；始業（ 　時 　分）　終業（ 　時　 分）

　（5） 裁量労働制；始業（ 　時　 分） 　終業（ 　時　 分）を基本とし、労働者の決定に委ねる。

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条、第　条～第　条

２　休憩時間（ 　　）分

３　所定時間外労働の有無（ 　有　 ，　 無　 ）

休　　日 ・定例日；毎週 　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　　　 ）
・非定例日；週・月当たり 　日、その他（　　　　　　　　　　　）
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間　 日
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

休　　暇 １　年次有給休暇　６か月継続勤務した場合→ 　　　　　　　　日
継続勤務６か月以内の年次有給休暇  （ 有 ・ 無 ）
→　か月経過で　　日
時間単位年休（ 有 ・ 無 ）

２　代替休暇（ 有 ・ 無 ）
３　その他の休暇　有給（　　　　　　　　　　　 ）

無給（ 　　　　　　　　　　　）
○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

（次頁に続く）
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賃　　金 １　基本賃金　 イ　月給（ 　　　　　円）、ロ　日給（ 　　　　　円）

ハ　時間給（ 　　　　円）、

ニ　出来高給（基本単価　　　円、保障給　　　円）

ホ　その他（　　　　　円）

ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等

２　諸手当の額又は計算方法

イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　　）

ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　　）

ハ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　　）

ニ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　　）

３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

イ　所定時間外、法定超　月６０時間以内（ 　　）％

月６０時間超　（ 　　）％

所定超 　（ 　　）％

ロ　休日　法定休日（ 　　）％、法定外休日（　　 ）％

ハ　深夜（　　 ）％

４　賃金締切日（　　 ）－毎月　日、（　　 ）－毎月　日

５　賃金支払日（　　 ）－毎月　日、（ 　　）－毎月　日

６　賃金の支払方法（　　　　　　　　　）

７　労使協定に基づく賃金支払時の控除（　無 　，有（ 　　））

８　昇給（時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９　賞与（ 　有（時期、金額等　　　　　　　　） ， 　無　）

10　退職金（　　有（時期、金額等　　　　　　） ， 　無　）

退職に関す
る事項

１　定年制 （　有　 （ 　  歳） 　， 　無   ）

２　継続雇用制度（　有　（ 　  歳まで） 　， 　無   ）

３　自己都合退職の手続（退職する 　日以上前に届け出ること）

４　解雇の事由及び手続

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

そ の 他 ・ 社会保険の加入状況（　厚生年金 　健康保険 　厚生年金基金 　その他（　　　　） ）

・ 雇用保険の適用（　有　，　無　）

・ その他

※ 以上のほかは、当社就業規則による。
※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。

　労働契約法第 18 条の規定により、有期労働契約（平成 25 年 4 月1日以降に開始するもの）

の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込み

をすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換

されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、この「５年」とい

う期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。

p001-024_CC2020_高度専門職・継続雇用の高齢者.indd   22p001-024_CC2020_高度専門職・継続雇用の高齢者.indd   22 2021/07/21   6:25:212021/07/21   6:25:21



23

【記載要領】

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限

をもつ者が作成し、本人に交付すること。

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に

○をつけること。

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により

明示することが労働基準法により義務付けられている事項であるこ

と。また、退職金に関する事項、臨時に支払われる賃金等に関す

る事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生

に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷

病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する

事項については、当該事項を制度として設けている場合には口頭又

は書面により明示する義務があること。

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。

　また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、

契約の更新の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準

（複数可）を明示すること。

（参考）  労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがあ

る労働契約の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者

が申込みをすることにより、期間の定めのない労働契約に転

換されるものであること。この申込みの権利は契約期間の満

了日まで行使できること。

５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、

雇入れ直後のものを記載することで足りるが、将来の就業場所や従

事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと。

　　また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の

場合は、同法に基づき認定を受けた第一種計画に記載している特

定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を超える一定の期間

内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び

完了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完

了日は、「契約期間」の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終

了日とは必ずしも一致しないものであること。

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働

の有無に関する事項」の欄については、当該労働者に適用される

具体的な条件を明示すること。

　また、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適

用がある場合には、次に留意して記載すること。

 ・ 変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１

か月単位等）を記載すること。その際、交替制で

ない場合、「・交替制」を＝で抹消しておくこと。

 ･ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合

はその時間帯の開始及び終了の時刻を記載す

ること。コアタイム及びフレキシブルタイムがな

い場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。

 ・ 事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載

すること。

 ・ 裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業 ··········

を基本とし、」の部分を＝で抹消しておくこと。

 ・ 交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変

形労働時間制でない場合、「（       ）単位の変形労働時間

制・」を＝で抹消しておくこと。

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定し

て記載すること。

８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、

その間の出勤

　率が８割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載

すること。

　　時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇

を付与するものであり、その制度の有無を記載すること。代替休暇

は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月

６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金

の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の有無を

記載すること。（中小事業主を除く。）

　　また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給

別に休暇の種類、日数（期間等）を記載すること。

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なも

のとなる場合においては、所定時間外労働の有無以外の事項につ

いては、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する

考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条

項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記す

ること。ただし、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金

額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示すことで足りるもので

あること。

 ・  法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えと

なる所定時間外労働が１箇月６０時間を超える場合については５割

（中小事業主を除く。）、法定休日労働については３割５分、深夜労

働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働

となる場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については７割５分（中

小事業主を除く。）、法定休日労働が深夜労働となる場合については

６割を超える割増率とすること。

 ・  破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望

ましいこと。

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、

解雇の事由等を具体的に記載すること。この場合、明示すべき事

項の内容が膨大なものとなる場合においては、当該労働者に適用さ

れる就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならな

いこと。また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，

高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保するため，次

の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）

を講じる必要があること。

 ①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の

加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させる

べきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に

関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰

及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けてい

る場合に記入することが望ましいこと。

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を

明確にした上で就業規則を交付する方法によることとした場合、具

体的に記入することを要しないこと。

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、

この様式どおりとする必要はないこと。
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●  労働条件通知書を確認し、大切に保管しましょう。

　有期雇用特別措置法による認定を受けた事業主には、労働契約の締結・更新時に、特例の

対象となる方に、

・無期転換申込権が発生しない期間や、

・高度専門職については、特例の対象となる業務の具体的な範囲を、

書面で明示することが義務付けられています。

　紛争を未然に防ぐためにも、有期雇用特別措置法による特例の対象となっているか等について、

労働条件通知書の内容を確認するとともに、通知書を大切に保管しておくことをお勧めします。

●  有期雇用特別措置法に関する認定に疑義がある場合は、都道府県労働局までご相談ください。

　有期雇用特別措置法では、都道府県労働局長は、特例の対象となる事業主に対し、必要に応じ

て報告の徴収や助言・指導、認定の取り消しを行うことができます。

　事業主が特例に関して講じている雇用管理上の措置が、認定された計画の内容と異なる疑いがあ

る等の場合には、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にご相談ください。

Ⅲ．働くみなさまへ

★厚生労働省ホームページも併せてご参照ください。

● パンフレット、条文、施行通達など

　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

● モデル労働条件通知書様式

　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

● 都道府県労働局所在地一覧

　http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

● 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

　http://muki.mhlw.go.jp/

　（記載例、申請書提出時チェックリスト、Q&A など）

（R3.7）

無期転換サイト
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